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宮城県保健福祉部健康推進課
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【課題】

• 本来指導等を受けてもらいたい歯科口腔保健に関する意識が低い人の参加が
少ない。

• 特定健診の流れを考慮し、所用時間の短縮が必要。

【改善案】

•ナッジ理論等を活用した受診勧奨の強化

•時間の視覚化（タイマーの設置等）及び一人当たりの時間に上限設置
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事業の改善
【受診勧奨の改善例】

• 他の人も受けている、受けた結
果利益を得ているという情報を
記載。（社会的証明、インセン
ティブの付与）

• 特定健診の流れで口腔チェック
を受けるように誘導。（デフォ
ルト化）



他自治体の事例

4

【奈良県】

•国保データベース（KDB）システムを活用。特定健診と歯科レセプトの結果から歯科ハイ
リスク者を抽出して受診勧奨を通知。

•特定健診の質問項目「食事を嚙んで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。」に対し、
「歯や歯ぐき，嚙みあわせなど気になる部分があり、嚙みにくいことがある」又は「ほと
んど嚙めない」と回答した者のうち、特定健診受診年月から遡って１３か月間、歯科レセ
プトの結果から歯科医療機関未受診である者を通知対象者とした。

•通知対象者３，６８７名に対し、８９６名が歯科医療機関を受診（受診率２４．３％）



他自治体の事例
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【大分県】

• 特定健診受診後検査キットによる歯周病リスク検査を実施。

• 特定健診終了後結果説明及び必要な方への受診勧奨（歯科医療機関一覧を配布）

• メンズ健診１８名（全受診者４２名中）、レディース健診２８名（全受診者５２
名中）に対して実施。要精密検査該当者全員へ歯科医一覧表の配布と検査結果に
対する個別指導実施。



施策例
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•前回の健診結果に基づき、ハイリスク者に別途通知。
歯科保健の普及啓発と利用勧奨を実施。

•検査キットを用いた歯周病リスク検査による口腔
チェックの効率化



導入に係る財政的支援
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【医療施設運営費等補助】

都道府県等口腔保健推進事業実施要綱に基づく実施事業を対象とした国庫補助。

（補助対象メニュー）

都道府県等口腔保健推進事業実施要綱

第２口腔保健の推進に資するために必要となる事業

Ⅰ歯科疾患予防等事業

（１）歯科疾患予防事業
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都道府県等口腔保健推進事業実施要綱

Ⅰ歯科疾患予防等事業

地域住民の口腔の健康の保持を推進させる観点から、地域住民に対して
う蝕予防のためのフッ化物局所応用、歯周病予防のための口腔清掃指導、
歯科健診（検診）等の歯科疾患の予防の取組や食育の推進等を行い、歯科
疾患の予防及び口腔機能の維持向上に関する取組の推進を図ることを目的
とする。
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都道府県等口腔保健推進事業実施要綱

（１）歯科疾患予防事業

この事業では、次に掲げるいずれかの事業を実施することとする。なお、事業
実施にあたっては、効果的な取組となるようア及びイのいずれも実施することが
望ましい。

ア う蝕予防のためのフッ化物洗口、又はフッ化物歯面塗布、フッ化物配合歯磨
剤の使用又は保健機能食品の使用に関する取組を行う。なお、フッ化物洗口の
実施に際しては、製剤・方法等について施設等の関係者の負担等を考慮するこ
と。

イ 歯科疾患予防のための口腔清掃指導や歯科保健指導等の地域における口腔保
健の推進に資する歯科疾患予防に関する取組を行う。


